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平成２６年度 宮城県食育推進会議 会議録 
 
 
１ 日時：平成２７年３月２３日（月） 

午後２時から午後４時まで 
 

２ 場所：宮城県行政庁舎４階 庁議室 
 
３ 出席委員（敬称略） 
      佐々木裕子会長，佐藤敏悦副会長，西野善一，福井久恵，三浦修，我妻武昭， 
   伊藤秀雄，佐藤泉，奥村秀定，鈴木宏明，矢内信孝，平沢初枝 

 
４ 議事録 
司会（健康推進課） 
 本日は，お忙しい中御出席をいただき，誠にありがとうございます。 
 開会に先立ちまして，会議の成立について御報告申し上げます。本審議会は，１６名の
委員で構成されておりますが，現時点で１１名の御出席をいただいております。県の食育
推進会議条例第４条第２項の規定により，過半数の委員の出席をいただいておりますので，
本日の会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。 
 次に，会議資料の確認いたします。 
 会議資料は，事前に送付させていただいておりますが，次第と出席者名簿のほかに，資
料１から資料７までございます。その他，参考資料といたしまして，第２期宮城県食育推
進プランの概要版を準備しております。なお，資料７につきましては事前に送付させてい
ただいたものから修正事項がございましたので，本日改めて机上配布させていただいてお
りますので，差し替えをお願い申し上げたいと思います。資料の不足等はございませんで
しょうか。 
 それでは，ただいまから，「平成２６年宮城県食育推進会議」を開催いたします。 
 開催に当たりまして，宮城県保健福祉部技監兼次長 佐々木淳より御挨拶申し上げます。 
 
佐々木技監兼次長 
 会議の開催に当たりまして，一言御挨拶を申し上げます。本日は，大変年度末のお忙し
い中，御出席をいただきましてありがとうございます。委員の皆様には，日頃から県政の
推進に御支援，御協力をいただいておりますことにこの場をお借りいたしまして厚くお礼
申し上げます。また，当会議の新しい委員として，就任に当たりまして御快諾いただきま
して，心よりお礼申し上げます。２年間の任期となりますが，どうぞ御指導のほうよろし
くお願い申し上げます。 

この会議は，本県の食育推進計画の作成及びその実施の推進につきまして御審議いただ
く場として，食育推進会議条例に基づき，平成１８年４月に設置されているものです。 

県では，平成１８年に「宮城県食育推進プラン」，第１期の食育推進プランを策定し，
県民運動としての食育の普及啓発に取り組んで参りました。その後，東日本大震災の直後
ではありましたが，平成２３年７月に第２期プランを策定し，新たに，バランスのとれた
食生活で適正体重の維持に努めること，食卓に地域食材を取り入れることの２つを，重点
的に取り組む「行動目標」として掲げ，市町村や関係機関，団体等の皆様と連携を図りな
がら様々な施策に取り組んでまいりました。 

これまでの進捗状況を見ますと，この後御説明があろうかと思いますが，１８の目標指
標のうち，「みやぎ食育コーディネーターによる食育推進活動への参加人数」など２つの
項目で既に目標を達成している他，約半数が改善してきております。委員の皆様の御協力
により，食育活動が家庭，学校，地域等で着実に広がってきているものと考えております。 

この計画，第２期の食育推進プランは，平成２７年度，来年度に計画期間の終期を迎え
るために，これまでの食育推進の取組状況や目標の達成状況等の評価を行いまして，食を
取り巻く社会情勢等の変化を踏まえ，次期計画，つまりは第３期計画の策定を予定してい
るところでございます。 

本日は，第２期宮城県食育推進プランの進捗状況及び評価につきまして事務局のほうか
ら御報告をさせていただき，次期計画策定懇話会の設置について御提案させていただき，
委員の皆様から次期計画策定に向けまして，進捗状況の評価や今後県として重点的に取り
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組むべき課題などにつきまして，多様な観点・視点から御意見や御提案を賜りたいと思っ
ておりますので，忌憚のない御意見をお聞かせ願えれば幸いでございます。 

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 
  
司会（健康推進課） 
 次に，委員の皆様を御紹介させていただきます。 
 （名簿順に紹介） 
 菅原委員につきましては遅れて出席の予定です。 
 なお，宮城県小学校長会 沼田敦子委員，宮城県中学校長会 安倍良博委員，日本チェー
ンストア協会東北支部 佐藤雅子委員につきましては本日欠席となっております。次に事
務局，県側の出席者でございますが，先ほど御挨拶を申し上げました保健福祉部技監兼次
長の佐々木でございます。健康推進課長の小泉みどりでございます。このほか，健康推進
課職員，環境生活部，農林水産部，教育庁，それぞれ関係課・室の職員が同席させていた
だいております。よろしくお願いいたします。 
 
司会（健康推進課） 
 なお，本日の会議につきましては，情報公開条例第１９条の規定に基づき公開す
ることとされております。 
 
司会（健康推進課） 
 それでは，次第３の会長，副会長の選出に移らせていただきます。食育推進会議
条例第３条第１項の規定に基づきまして，会長及び副会長は委員の互選により選出
していただくことになっておりますので，それまでの間，技監の佐々木が仮議長と
なり議事を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
仮議長（佐々木技監兼次長） 
 それでは，会長及び副会長が決まりますまで，仮議長を務めさせていただきます。
委員の方々から，御推薦等の意見はありますでしょうか。 
 
西野委員 
 事務局に一任します。 
 
仮議長（佐々木技監兼次長） 
 今西野委員のほうから事務局に一任とのお話をいただきました。事務局一任とい
うことで，いかがでございましょうか。 
 それでは，事務局で案があればお願いします。 
 
事務局（健康推進課） 
 事務局案といたしましては，佐々木裕子委員を会長に，佐藤敏悦委員を副会長に
選出させていただきたいと考えております。 
 
仮議長（佐々木技監兼次長） 
 今，事務局から会長を佐々木裕子委員に，副会長を佐藤敏悦委員に，という案が
示されましたが，いかがでしょうか。 
 ありがとうございました。それでは，皆様の御賛同を得られましたので，そのよ
うに決定させていただきたいと思います。 
 
司会（健康推進課） 
 それでは，佐々木委員，佐藤敏悦委員におかれましては，会長・副会長席のほう
に御移動をお願いいたします。 
 では，佐々木会長から一言御挨拶を頂戴したいと思います。 
 
議長（佐々木会長） 

改めまして，佐々木でございます。よろしくお願いいたします。 

私，大学院時代に辻先生，工藤先生，坪野先生にお世話になりましてやっとここまで来
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たんですが，多くの先生方から色んなことを頼むよと言われて，引き継げるかな，と思っ

ていたんですが，私ももう５０半ばになりましたので，このような役回りも回ってきて，

今回は，皆様のために少しでも先生方から受け継いだものを引き継いでいきたいと思いま

す。 

平本先生から引き継ぐことになりましたけど，白百合は定年が長くて７０まで働けるの

で，あと結構あるな，と思いながら，やっぱり最後はいい仕事をして終わりたいな，と思

って，今回は小泉課長さんはじめ，皆さんとチームを組ませていただいて，佐藤副会長の

バックアップを受けながら，ぜひ良い食育プランにしていきたいと思います。 

実は，新聞社から取材を受けまして，ラスト１年で宮城県の食育の数字は達成できそう

ですか，と聞かれ，できます，と言ってしまいました。すみません。なので，ぜひ沽券に

かけて頑張りたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会（健康推進課） 

 それでは，ここからの進行については，佐々木会長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

議長（佐々木会長） 

それでは，次第に従いまして，議事を進めていきたいと存じます。お手元にあると思い

ますが，議事（１）第２期宮城県食育推進プランの進捗状況及び評価について，事務局か

ら御説明をお願いいたします。 

 
事務局（健康推進課） 
 （資料１～５により説明） 

 
議長（佐々木会長） 
 県の資料が資料４で，市町村の資料が資料５になりますけど，現下ではこれぐらい食育
に関連する事業が展開されているということで，すごく有難いといいますか，資料作りも
含めてお疲れ様でございます。 
 でも，評価のほうがなかなかうまくいっていない，ということで資料２と３をもう一度
ご覧ください。この数字を全部 A にすることは難しいですが，B のものを A に，C のものを
B に，ということで評価していくことになりますが，５年間の取組を含め，あとは評価の
視点から，まずは全体的な評価の視点と，方法などについて，西野委員から御意見をうか
がいたいと思いますが，いかがでしょうか。 
 
西野委員 
 一つは，震災をはさんでいることが影響して，当然悪化している項目があるということ
で，その影響については見なければならないことではあるかと思います。 
 あとは，調査年が必ずしも揃っていないというところがありますので，当然最終年度で
評価できるものは評価していく，というところなのかなというふうに見ていたところでは
ございます。 
 単年の，毎年やっているものは，誤差の範囲の変動がございますので，全体としての傾
向性というものを，特に何回もやっているものについては見ていく必要性があるかと思っ
ております。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。それでは，資料３に沿って各分野についての御意見を皆様から
頂戴したいと考えております。まず１番の食習慣とか，２番の食生活に関することなんで
すけれども，今日は子どものところが，学校の先生方がいらっしゃらないので，栄養士会
から佐藤さんいらっしゃっていますし，PTA 会長の三浦さんがいらっしゃっていますので，
お二方の意見を聞いてみたいと思いますが，佐藤委員からいかがでしょう。 
 
 
佐藤泉委員 
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 栄養士会の佐藤ですけれども，所属は現在栗原市で勤務しております。県の課題と市町
村の課題は，当然ですけれどもリンクするところがあって，市町村でも朝食欠食のあたり
はすごく課題になっているところであります。そもそも，私達，今日お集まりの皆さんの
なかでは朝ごはんを食べることは恐らく普通に当たり前と思っていると思うのですが，今
どきの，といってしまっては申し訳ないのですが，若い保護者の皆さんは「朝ごはん食べ
なければいけないのですか？」と赤ちゃん健診の場面なんかで言われてしまうので，そこ
から指導といいますか，伝えていかなければならないのかなと，ちょっと残念な傾向になっ
てきているな，と普段の業務の中で感じているところです。 
 ただ，今年度栗原市の取組として，若い保護者の方とお会いしてお話しする場面をいっ
ぱい設けたんですけれども，ああそうだったんだ，というふうに聞く耳を持ってくれたの
で，なかなか今まで関われなかった部分に突っ込んで活動していく，ということが大事な
のかなというふうに思っているところです。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。三浦委員いかがでしょう。保護者の立場として。 
 
三浦委員 
 宮城県 PTA 連合会の三浦でございます。質問の件，朝食を欠食する県民の割合の小学校
６年生の分が非常に多い，判定が D ということで，正直，昨年ルルブルのテーマである「は
やね・はやおき・あさごはん」というのを推進はしているんですけれども，これは低学年
に向けての発信のほうが多くて，逆に６年生くらいだと生活習慣としてはもうできている
んじゃないかと，手薄になっている傾向があるのかな，と。幼稚園児であったり小学校１
年生ではきちんと早寝早起きという文言のことはやっていたような気がするので，今後６
年生まできちんと定着できるような，保護者に向けての啓発をすればいいのかな，という
のが一つあります。 
 もう一方では，関連があるかどうかわかりませんが，高学年になりますと，PTA 連合会
で一番問題視していることが，インターネットによる，モバゲー等々，携帯電話でゲーム
をする，もしくは通信対戦型のゲーム機。これは２４時間エンドレスなんです。６年生ぐ
らいになると夜遅くまでゲーム等々に時間を割いて，朝が起きられない。結局朝ごはんを
食べずに出る，というような傾向がだんだん増えてきているのは確かです。ネットの機種，
携帯電話に限らずゲームもそうなんですが，接続できる機種の所持率を前年度小学校と中
学校で調べたんですけれども，結構な割合で増えてきていると。そういった傾向からもこ
の数字が出てくるのかなと，思っております。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。保育所ではどうでしょう，福井委員。 
 
福井委員 
 朝ごはんに関しては、連絡帳に記入するシステムもあって，結構食べている方が多いと
思われるんですが，先ほどのお話のように，内容が薄く，朝からアイスを食べたとか，お
菓子と食事の違い自体がわからなくなってきているのではないか，というところと，ただ
その中でお母さんの頑張りとして，「食事はお膳の形でそれぞれ揃えたんだけれども，子
どもがこれしか食べなくて」というような頑張っている親の様子もちらほら見えるところ
もあります。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。では，平沢委員，高校生に対して食育された感じはいかがでしょ
う。 
 
平沢委員 
 実際の活動では高校生というよりは各種学校の生徒にお作法，マナーを教えることが多
かったのですが，やはり知らなかったということのほうが多くあります。箸の持ち方にし
ろ，配膳の仕方にしろ，今初めて聞いたと。聞く耳はもちろん持っていられるので，教え
る，というよりもこういうふうにやっていくんだよ，ということを伝えていくことが一つ
かな，と。先ほどお話にありましたように，素直に聞く気持ちがありますので，味覚の授
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業で仙台市内の小学校に行かせていただいたときも，３～６年生の皆さんはとても素直に
聞いてくださるので，知らなかったから，というところもありますので，教えていくとい
う体制も必要かなと思います。 
 また乳幼児をお持ちのお母様方に接したこともあるのですが，お母さんから聞いたこと
がなかったとか，ということもありますので，乳幼児，特に妊娠なさっているお母さん方
に対して食事の方法とか，配膳の仕方など，こういうことがあるんだよ，ということを教
え伝えていくことも一つ大きなことではないかと思っております。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。まだまだ啓発が必要ということだったので，引き続き，もう１
年ありますので，啓発していければと思います。 
 では３番の食に関連する健康上の課題について，今日は先生方がお二人いらっしゃって
いますので，奥村委員，鈴木委員に御意見を頂戴したいと思います。 
 
奥村委員 
 宮城県医師会から参りました奥村と申します。このデータ，たとえば肥満傾向児，メタ
ボリックシンドロームについてですけれども，大人のメタボリックに関してはほとんど変
わりない，肥満傾向の中学１年生に関しては，年毎の変動はありますけれども，あまり大
きくは変わっていないのが実感でございます。もともと東北といいますのは，米どころと
いいますか，他地域に比べれば食材が非常に豊富でございまして，それが長い間遺伝的な
ものとして蓄積されてきているということが，東北は宮城県だけでなく，青森，秋田も非
常に肥満率が高い，データ的にはそうなりますけれども，太った子は身長も大きいですの
で，そういう特性が東北の子ども達にはあるのかな，と考えております。 
 むしろ４０％以上の高度肥満というのが問題になるのではないかと考えております。軽
度肥満については将来的に高度肥満に移行しないように，食生活等を指導していくことに
なりますけれども，高血圧とか高血糖になるとかですね，コレステロールが上がるとか，
いわゆる病気を持った肥満，肥満症が非常に問題になるわけですから，これを防ぐために
は食生活とかをきちんとしていかなければならないことは当然ですけれども，やはり食育
教育といいますか，太るということがなぜいけないのか，きちんと説明できなければなら
ないということになります。その辺の病気とのつながりとかということ，それから逆に偏
食も増えていますし，るいそうもある一定の数見られますけれども，栄養とか食物に関心
を持つための農業実習とかが非常に大事だと思います。魚，肉，野菜，そういうものが身
体にとって，成長発達にとってどういう役割，どういう栄養になっていくのかということ，
これも小児科医会でもパンフレットとか作ってわかりやすく，栄養士さん達とも相談しな
がら，きちんとしたものをわかりやすく作っていけたらなと思っていますし，大人の肥満，
メタボリックシンドロームに関しては，各自自覚してですね，三食きちんと揃えて食べて
いるという方が７割超えていると，食事の量は適量という方が８割超えていると，成分表
示までは難しいかなといった気がしますけれども，これとの関連もございますので，そう
いう意味ではもっと取り組んでいく課題ではないかなと思っております。 
 
鈴木委員 
 県歯科医師会の鈴木でございます。直接歯科医師会で関係のあるところは，３歳児のむ
し歯の数ということで，何年か前ですかね，ワーストだったことがありますが，色々なこ
とをやりましてやっとワーストから抜けたんですが，まだ日本での順位でいうと下のほう
になっておりまして。でも見ていただくとおわかりになると思うのですが，少しずつ上がっ
てきていまして，なんとか１本以下にしたい気はしているのですが。 
 仙台市と，それ以外のところの差がどうしてもありまして，特に震災後は，南の沿岸部
であるとかはなかなか手が届かなかったりしていまして，その辺を重点的にこちらとして
もやっているところで，少しずつ，徐々にですが成果は出ているとは思っております。 
 私，保育所に健診に行ったりしているのですが，二極分化しているんですね。ほとんど
８割９割のお子さんは，いいね，大丈夫だね，という感じですが，ところどころ兄弟で，
昔言っていた「みそっぱ」といいますか，そういうのがまだありまして，先ほどなぜ太っ
てはいけないかというお話がありましたが，なぜ虫歯になってはいけないのか，どうする
と虫歯にならないんだというような，３歳児ぐらいだとそんなに難しくないはずなんです
ね，全部親が管理をできているところなので。教育というとおこがましいのですが，お知
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らせするところをしっかりしていくといいのかなと考えております。 
 歯科の関係で，いつも食育推進会議に出ると思うのですが，ここしかないんですね。虫
歯があるかないかしかない。食べる食べない，食べられる食べられない，というところで
私達は頑張っていると思っているんですよ。たとえば大臼歯といって奥の歯がなくなると，
食べるスピードが速くなってしまうとか，食べても美味しくないとか，入れ歯がないとご
はんが食べられないとかいうところが「食育」という，物を食べるということの一番のベー
スになっていると自負をしておりまして，そこは頑張ってやりたいと思っております。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。学校の先生方がいらっしゃるとよかったのですがいらっしゃら
ないので，教育企画室では御意見ありますでしょうか。 
 
教育企画室 
 教育企画室のほうでは先ほどお話にありましたルルブルですね，「しっかり寝る，きち
んと食べる，よく遊ぶ，すこやかに伸びる」のルルブル運動を展開しております。幼児期
だけではなく，小学校の低学年・中学年・高学年にもなぜそれが必要なのか，といったパ
ンフレットを作って普及啓発を行っております。パンフレットを差し上げたからすぐに，
というわけではありませんが，現場で如何にそれを伝えてもらうか，そこを強調してもっ
と取組を進めていく必要があるのかなと思います。 

幼児教育に関しますと，子どもの生活がどうしても親の生活に引きずられているといっ
たところが実態調査の中からわかってきておりますので，子どものスタイルと親のスタイ
ルを分けて考えていかなければならないのかなというところで，伝えていく必要があると
思います。 
 あとは，幼稚園・保育所の先生方にもルルブルの重要性ということで，普及啓発の資料
を送って，現場で取り組んでいただいております。今回の食育推進に関しましては，非常
によい取組だということがあって，具体的な取組を表彰して，それを県のホームページと
かテレビなどで放映しながら，普及啓発も行っているところでございます。今後もその重
要性について伝えながら，具体的な取組を提示しながら，普及啓発に取り組んでいきたい
と考えております。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。義務教育課では何かございますか。 
 
義務教育課 
 小学校・中学校それぞれで，家庭科や総合的な学習などの学習の中で食育について様々
取り組んでいるところでございます。先ほど歯科のお話もございましたが，保健体育の中
でも，たとえば歯科検診の中で歯科医の先生に来ていただいて，御講話をいただきながら，
実際に歯磨き指導などもしていただきながら，その中でも歯の大切さを学んでいたりもし
ています。 
 先ほど農業体験のお話も出ていたようですけれども，各学校，地域的な差はあるんです
が，ＪＡの皆さんの御協力などを得ながら，様々な体験に取り組んでいたりもしています。
食育については中心になるのはどうしても学校給食との関係になると思うのですが，給食
と合わせて食育についても指導しているところです。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。スポーツ健康課はいかがでしょう。 
 
スポーツ健康課 
 さきほどお話にありましたとおり学校給食でも食育について進めております。平成２５
年度末に「食に関する指導・学校給食の手引き」というものを改定いたしまして，その中
で，朝ごはんを指導するための具体的な指導案を掲載いたしまして，こちらのほうで栄養
教諭及び学校栄養職員ならず，担任の先生方にもその資料を活用して，授業できるような
資料を用意したところでございます。これでルルブル運動や，他の教科等との連携を取り
合って，食育を進めていこうとしているところでございます。 
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議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。では，青少年のところの取組が少ないとのことだったのですが，
栄養士会の佐藤委員いかがですか。 
 
佐藤泉委員 
 なかなか中学生・高校生との関わりが難しいところで，こちらから学校側に働きかけた
りしてうまくいくこともあるのですが，やはり学校は学校でしなければならないことがた
くさんあって，連携を取ってといいつつも，一緒に，というのが難しいところです。栗原
市の取組で言えば，市内の高等学校で食育の授業を進めてもらっていて，今年度はすべて
の学校にやっと関わることができたところです。栗原の場合ですと，高校卒業すると親元
を離れるお子さんが圧倒的に多いので，自分で食べていくことの大切さを伝える授業を行
うことができています。こういう取組が少しずつ広がっていけばいいのかなと思っていま
す。そうすると親になったとき，乳幼児，と次々広がって伝わっていけるのかなと思って
いるところです。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。歯のことに関しては，次年度の計画で虫歯以外の指標をぜひ考
えさせていただきたいので，お知恵を拝借したいと思いますので，よろしくお願いします。 
 では，４に進んでいきたいと思います。地産地消への取組なんですけれども，我妻委員
からお願いします。 
 
我妻委員 
 ＪＡ宮城中央会の我妻と申します。よろしくお願いします。地産地消の取組の１つ目の，
学校給食の地場産野菜等の利用品目数の割合，震災からまる４年が経って，平成２６年度
末で２８％とだんだん上がってきているのがうかがえると思います。当初は放射能の影響
でどうしても親の方々はじめ，県内農畜産物に対してすごく心配され，国が安全だと言っ
ても，決して親の方々の安心基準ではなかったと思われます。その影響がずっと続いて今
日にきているのかなと思いながらも，県の皆様の働きかけのおかげもあって，平成２６年
度に４ポイント近く伸びたということは大きいことだと感謝を申し上げたいと思います。 
 一方，放射能の問題は抜きとしても，なかなか地場産のものを学校給食に取り扱う機会
がないといった課題は昔からあります。価格の問題であったり，ロットの問題であったり，
配送の問題であったり，規格の問題であったり。ＪＡ宮城中央会では学校給食の米飯の部
分については協議会をこしらえており，県と学校給食会，ＰＴＡ，市町村会と各種団体に
お世話いただいて，県内産一等米ひとめぼれを提供させていただいております。この取組
のようなものを市町村段階とか，小さい単位でできればもう少し地場のものを使っていた
だけるような，話し合いの場があればいいのかなと思っております。 
 農業体験に取り組む小中学校の割合ということで，平成２６年度の調査年度の数字は出
ていないですが，平成２５年度で６７．５％の学校に取り組んでいただいているというこ
とで，これも皆さん方の働き掛け，あと県の普及センターの皆さんからのお手伝いをいた
だいての賜物だと思っております。震災以降，沿岸地域中心に学校が閉鎖されたことも，
こういった取組が出来なくなった原因だと思われます。また，先程，県の事業の「五感を
使った食育の推進」，「子どもの農業体験学習推進事業」を御説明いただいたのですが，
平成２６年度実績のところで，それぞれ学校の先生方に対して農業体験のきっかけをこの
事業を使ってされているというお話だと思います。作物コースで大崎市１３名，園芸コー
スで名取市１４名，加工コースで名取市１６名ということですが，もう少し，先生方の参
加の人数を高めていただければ，もっともっと食の農業体験をしてくださるような先生方，
そういった話ができる先生方が増えてくるのではと個人的に思います。 
 
議長（佐々木会長） 
 農業体験でグリーン･ツーリズムの菅原さんがいらっしゃるとよかったのですが。伊藤委
員はいかがでしょうか。 
 
伊藤委員 
 初めて参加させていただきますが，伊豆沼農産伊藤と申します。まず前提として，食育
というところの意味合いなんですが，健康のキーワードと命教育のキーワードがあるかと
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思うんですが，重点施策の中で色々と混じっているところがあるので，なかなか複雑だな
というふうに御説明を聞いてて思いました。 
 地産地消の取組なんですが，農業体験学習に取り組む小中学校の割合というのは D ラン
クと少し悪化しているということですが，我々農業をやっておりますので，そういう意味
では農業体験というのは我々のやる使命であろうと思っております。使命としてどういっ
た形で体験学習をやればいいのかといったところが，私達はできるんですけれども取組の
相手となる子ども達をどうやって集めればいいのか，なかなか一般的には難しいかなと思
います。農協さんとか，役所が主催というのが多いと思うのですが，弊社でも５年前から
新田小学校の４年生を対象にして，毎年全生徒４０名をお預かりしまして，春の田植えか
ら，ふゆみず田んぼというのをやっているんですが，無農薬・無肥料で，そういった中で
も稲は育つという仕組みを，春に田植えをして，６月に除草をして，７月はブルーベリー
の体験，９月１０月に稲刈りを体験してもらって，１２月１月にはふゆみず田んぼ特有の，
田んぼに水を張って，生き物はどの程度生き延びるかという生き物調査で終わる，そうい
うプログラムで個人的にやらさせてもらっているんです。うちも余裕があってそういうこ
とをやっているわけではなくて，思いはあってもなかなか学校の先生，ＰＴＡさんの関係
があって，手を挙げて農業関係者がやらせてくださいというわけにはいかないような雰囲
気があろうかなと。たまたまうちの場合は同級生が校長教頭だったものですから，簡単に
できたんですけれども，そういった雰囲気作りを，今宮城県でも農業法人が３００から４
００ぐらいあるんですけれども，個人としてはなかなか難しいと思うんですが，農業法人
という会社形式でやっているところであれば，そういったところはある程度の取組は社会
貢献としてもやるべきだと私は思っていますので。かえってそのほうが地元の小学校，特
に４，５年生を対象としてやっていきたいと思うのですが，取組としては我々農業法人を
使っていただいたほうが非常に成果が出るのではないかと。学校全体というとなかなか大
変なので，４・５年生どちらか１学年ぐらいでそれぞれの農家に割り振りをしていただい
て，体験の割合を増やしていくということはあまり難しくなく出来るような気がするんで
す。 
 それから野菜の利用品目数ですけれども，私も学校給食もやらさせていただいていまし
て，今給食費が安くて農家の人，または農薬を出来るだけ使わないで供給しようと思いま
すと，キャベツを切って中に入っている虫まで取り除くことはできませんので，そういう
ところでクレームが来て。それを使った栄養士さんが怒られて，虫が入っているような野
菜は使わないでくださいと言われれば，納めてくれた農家さんの野菜はやめて，正式な業
者さんのたっぷり農薬のかかった野菜を使うような，極論ですけれども，そういった形に
なってくるのかな，というふうに思います。これも地元の農家の方々との関わりというか，
子どもはもちろんですけれどもＰＴＡの皆さんも参加していただいて，地産地消または地
元の野菜を使うリスクを理解していただく行動・運動も同時にやっていかないと，実利を
もたらさないだろうなと思います。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。最初の話だったのですが，体験学習をやってくれる農家の皆さ
んの一覧表みたいなものは，県で把握されているのでしょうか。 
 
農業振興課 
 我々のほうではどういった農家さんがやってくださるかの一覧表までは整理していない
というのが状況です。ただ，学校の先生方のセミナーなどを開催したときに，やりたいん
だけどどこにお話をすればいいのか，といった悩みもあるようなので，そういった場合に
は各地区にある普及センターの御紹介ですとか，あるいは法人の方々に御協力をいただい
たりということで，何とか実施に向けてできればなと思っております。 
 
議長（佐々木会長） 
 では逆に学校側からそういう体験をしたいんだけど，と出た場合にはどちらの課が窓口
になるのでしょうか。 
 
農業振興課 
 農業サイドからいった場合には，地元にあります農業改良普及センターというところが
ありますので，そういったところに，たとえばどこかで農業体験学習を指導してくれる方
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がいないか，あるいはそういった形で現場を見せていただける方がいないか，というよう
な相談をしていただければよろしいのかなと考えておりました。 
  
食産業振興課 
 当課では「食材王国みやぎ伝え人」という登録制度を設けております。学校側から御相
談いただければ，農業体験を受け入れている方を御紹介するといったやり方となります。 

なお，伝え人の方に依頼する場合には，経費がかかる場合がありますが，学校の場合で
あれば，その経費の一部を支援する仕組みもあります。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。ではここの数字はもう少しいけそうですかね。 
 ５番目の食の安心安全に移っていきたいと思うんですけど，消費者モニターの活動なん
ですが，消費者モニターの課はどこになるんですか。D の評価は何故なんでしょうか。 
 
食と暮らしの安全推進課 

平成１６年に「みやぎ食の安全安心推進条例」を制定しまして，食の安全安推進会議を
設置し，佐藤敏悦先生にも入っていただいて，長きにわたって県民総参加運動ということ
で，食の安全安心を事業者・消費者・有識者等，県民総参加でやろうという中でこの消費
者モニター制度を行ってございます。計算的なこともあるのですが，実は本文のほうにも
書かせていただいたのですが，消費者モニターに多くの方に登録いただこうと色々な広報
を行っており，たとえば平成２５年３月ですと約７７０人の登録がありますが，指標の基
になった平成２６年３月になりますと１年間の新規登録者数約７０人を加えた約８４０人
で計算しており，分母が増えたことが指標の下がった理由の１つにはあります。分子の方
がどういったことを行っているかと申しますと，モニター様に最近ですと食品中の放射性
物質の研修会や，食の安全安心に関するアンケートで意向調査を行ったり，生産者との交
流会，この前は山元のいちご団地に行ったりとか，あとは実際の衛生現場・食品工場の見
学会とかを行っています。そういった活動を積み重ねて，累積した数が分子になっていま
す。いろいろなことをやってはいるんですけれども，モニターさんとして非常に多く登録
いただいていることで，計算上は下がっている形になっているというのが正直なところで
すが，指標として下がっているということですので，より多くの方に参加いただくように
していきたいと思っております。 
 消費者モニターですが，ホームページ等で事前に調べてきたんですが，そもそも全国的
に食の安全安心を対象とした制度自体を行っている県が少なくて，私どもが調べた範囲で
は半数の県はやっていないかな，というところです。食に関する消費者モニター制度自体
を先進的にやっている中での活動率で，ハードルが高いというところが正直ございますが，
一生懸命頑張っていきたいと思います。 
 
議長（佐々木会長） 
 よろしくお願いします。 
 
佐藤敏悦委員 
 私の立場というのをここにある資料からはまったく読み取れないと思いますので，簡単
に御説明させていただきたいと思います。 
 今お話にありましたように，県の食の安全安心推進会議の委員を１０年以上務めておる
んですが，もともとは東北放送の報道部の人間でございまして，農業問題を中心とした食
とかの関連部門の記者を長年やりまして，報道部長をやり，報道局長をやり，とこの手の
問題のいわばマスコミ側の人間としてずっと関わって参りました。今は東北放送に席はあ
りますけれども，関連会社に出向しておりまして，その関連会社というのがこの東北
ティー・エル・シーというところで，これは何をやる会社かというと，テレビの番組とか
スポーツ中継の制作をやる会社です。文字通り報道の現場がらみで３９年ずっと仕事をし
てきた人間でございます。 
 食というのは常にテレビ番組の主流の一つでもあるわけですが，一時期のような大食う
んぬんの問題は震災後一回影を潜めたんですが，最近また出て参りまして，食というもの
に対する考え方が相当二極分化していて，今でもそうなんですが，安くて量があってそれ
をどうやって食べるかというのと，もう一つは地域に根ざした食材，食文化，郷土食とい
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うものをどのように掘り起こし取り上げていくか，それを日常生活でどのように位置づけ
ていくか，相当二極分化した形で現在放送の状況は続いております。そこへ震災後，特に
放射能の問題が出てきて，安全安心というのをもう一方で見なければならない，という形
になって，正直申し上げますと，放送の現場というのは，放送に限らずマスコミ全体でそ
うなんですが，非常に混乱状態にあります。というのは，以前からマスコミが煽ったきら
いがあるのですが，放射能というものに対する理解と，それが安全であるか安心であるか
ということは全く違うわけですね。その部分をどのようにして皆さんに理解していただく
か，ということが大変難しい。 
 もう一つ言えば，日本の食というのは安全が当たり前で，安心が当たり前でと，極端な
話をすれば，ちょっとした異物が入っていただけで大騒ぎしてしまうような状況というの
は，ある意味で非常に不自然なんですね。我々マスコミも悪いのですが，一生懸命叩くと
いうのは逆に言えばそれだけ安全安心が当たり前だという意識がどこかにあって，それを
提供されないかもしれないという，いわば危機感だけが先に走るというのが一つ形として
あるんだろうと思います。 
 食の安全安心推進会議にずっと関わって参りましたけれども，正直なところ，この指標
にある数値，みやぎ食の安全安心消費者モニター活動率が一つの指標となっているわけで
すけれども，果たしてこれが本当に食育に関わる指標なのか，というとちょっと疑問もあ
るかなと。もう一点申し上げれば，食の安全安心というのはある意味では食育以前の問題
で，当たり前の問題なんですね。その部分をどのように理解していくか。安全に対する指
標というのは確かにあるんですが，やはりこれからは安心という部分で，もしそれを数値
化できるのであれば，その目標の形で何か我々は手がけていかなければならないのではな
いかと考えておりますし，食の安全安心推進会議の場面でもそこは強調して申し上げてい
きたいような感じがございます。 
 正直この目標，第２期プランは今年度で終了するわけですけれども，途中で起きた大き
な事件が数値化という部分で色んな影響を与えていると思いますので，むしろ現状をき
ちっと把握して，次のプランなり数値目標に活かせるような形でこの辺は対応できたらと
考えております。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。では６番の食育の推進について，食育コーディネーターお二方
いらっしゃっていますので，御意見頂戴したいと思います。矢内委員からお願いします。 
 
矢内委員 
 鳴子温泉で料理人をやっております矢内と申します。みやぎ食育コーディネーターで，
小中学校に行って料理教室などを行いました。子ども達は食に対しては興味を示してくれ
ています。美味しいものを食べながら，嫌な顔をする人はいないので，皆さんにこやかに
作って食べてくれます。なかに親子のクッキングがありまして，お母さん達も一緒に混ざ
る場面があるのですが，子ども達は料理をしたことがないですから，包丁を使えないのは
当たり前なんですが，お母さん達のなかにもちょっと危ないな，と思うような方もいるん
です。うちの中で食育というのは子ども達にただただ教えるだけではなかなか進まないな，
学校や教育現場で教えても家に帰っても親がそれを良しとしない家庭もなかにはあったり
するなと，そんなふうにも思いますし，朝ごはんを欠食するというのは生活習慣というの
が一番大きくあると思うんです。先ほど三浦委員が言ったように，夜遅くまでゲームして
るって，でもそのゲームを与えているのは親ですから。子どもがゲーム屋さんに行ってゲー
ム買ってきたり，携帯の契約とか出来ませんので。結局，うちのクラスで俺だけだよ，持っ
てないの，携帯。なんて言われると親が可哀想だなって思って携帯を預ける，子どもはし
めしめと思ってモバゲーやらラインやらする。そうすると夜ライトが当たると余計に目が
冴えちゃって起きられなくなる，朝起きられないからごはん食べない，じゃあ大人達は頭
をつき合わせてどうしたらいいんだろうって考える。だけどやはり生活習慣が一番あるし，
大人の人達が，ゲーム機械が悪いわけではないんですが，９時になったら止まるような装
置を開発するとか，家の中でもそれをしっかりと徹底してもらうとか，食育に関係ないか
もしれませんが，生活習慣を変えるという意味では一つの手がかりにはなるのかな，と思っ
ております。 
 宮城県北部地方振興事務所の方々と毎年６月に「おおさき食楽まつり」を行っています。
地場産品を作っている農家さんと我々料理人が模擬店でお客さんにおいしい料理を提供し
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たり，安全な農作物を提供したりするイベントをしています。その中で，食育コーナーが
ありまして，昨年・一昨年は平本先生とゼミの生徒さん達に食育コーナーとしてフェルト
生地で作ったお弁当箱に詰めるという勉強の場を設けたら，低学年の子ども達が喜んで取
り組んでくれていました。そういった姿を見ると，将来の希望は持てると思っております。
一方では，欠食のパーセンテージを見ると，小学６年生でだんだん食べなくなってくると
いうのは，まだまだ早い数字だなと思っていますので，これから考えるべきことが山積み
だなと思っておりました。 
 
平沢委員 
 コーディネーターとしてはみやぎまるごとフェスティバルでだしの試飲と手ばかり体験
で参加させていただきました。だしの試飲は，お湯とだしを取ったものをどちらが美味し
いか飲み比べてもらったんですが，「だし美味しいね，ただ大変だよね」とどちらかとい
うとお年を召した方々からはいただいていました。小さいお子さんからは「こんなに美味
しいの飲んだことない」という意見も伺っており，味覚は大事だなと感じとったところで
ございます。味覚を育てるということで，別の授業なんですが，昨年から「味覚の授業」
を行っておりまして，その中でお子さんからお手紙をいただいていまして，「平沢さん，
味覚の授業ごくろうさま。頑張ってください。」とすごく大人な内容のお手紙を先生がま
とめてくださって，年齢に関わらず，みんな味覚とか生活習慣とかはそれぞれの家庭の中
でどんなに小さくても行っているんだなと小学校に伺って感じた次第でございますので，
これからもお子さん方に接していければと思っております。 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございました。それでは１番の議事を終了して，２番３番，皆さんの意見を
頂戴して第３期計画に向けてのスタートを切りたいと思います。事務局から御説明をお願
いいたします。 
 
事務局（健康推進課） 
（資料６～７により説明） 
 
議長（佐々木会長） 
 ありがとうございます。まずは第３期計画策定懇話会の開催について，御意見ありまし
たらお伺いしたいと思います。こちらの懇話会で素案を練っていただいて，こちらの会議
にあげていただいて意見を頂戴するという二段構えになっております。委員の先生方，選
出されておりますので，御承認いただければと思います。御承認いただける方，挙手をお
願いいたします。 
 
（一同挙手） 
 
 ありがとうございます。御承認いただきましたので，懇話会を開催し，座長はまたお知
らせしたいと思いますので，皆様の御協力をよろしくお願いしたいと思います。 
 では，議事が終わりましたので，たくさんの意見を頂戴して，また第３期プランをより
よいものにしていきたいと思います。この辺で審議を終了して，事務局にマイクをお返し
したいと思います。 
（伊藤委員挙手)伊藤委員，どうぞ。 
 
伊藤委員 
 プランの目的というものがまだ明確に理解できていないところがあるのですが，資料１
の３ページ，プラン策定の目的の中ほどに健康・食生活の課題を解決するために主体的に
行動することを目指すことが目的として載っているんですが，第３期プランを作るに当た
りまして，どういうところが主の目的としてやるのかというところがですね，私先ほど申
し上げました食農教育と食育というところ，農が入るのか入らないのか，どういった住み
分けをして，食農教育というと農水系の官庁になっていまして県庁においても食産業系に
なっていますよね。そういったところもありまして，食育推進プランの策定の目的といい
ますのをもう少し御説明いただければと思います。 
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事務局（健康推進課） 
 宮城県で行う食育推進計画の策定につきましては，資料１の５ページの基本目標という
のがございます。健康という分野での健全な食生活で心身の健康増進を目指すことと，おっ
しゃっている食農分野というところで多彩で豊かな宮城の食材の理解と食文化の継承を通
して豊かな人間形成を目指すという２つを基本目標として掲げております。その下に行動
目標を，というところになっております。本県の特性といたしまして，子どもの肥満や大
人のメタボリックシンドロームが多い，それから虫歯が多いといったところが特に健康分
野での，全国と比較しても重要な課題となっておりますので，健康課題を踏まえて宮城ら
しい食育ということで策定をしているところでございます。 
 
議長（佐々木会長） 
 私から補足として，ふつう，国・県の計画は健康増進の計画と，食育推進の計画が２本
で走っております。健康増進計画の中でも食生活分野があり，栄養・食生活ですね，こち
らと食育の違いがわかりにくいと皆さん混乱するところであります。これは県がどちらに
重きを置きたいかによって健康増進の個人の生活習慣を改善するものについては健康増進
計画が担うのが普通の考え方です。食育はどちらかというと，健康増進も担いますが，食
環境を整備することに重点を置くことが食育推進計画の主なものとなっております。健康
づくりの面をどの程度入れるかは，県の自由度が高い。入れないわけにはいかないのでや
りますけれども，どちらのほうでも入っていますが，健康増進計画では個人の生活習慣の
改善を目指すもの，食育推進計画では食環境を整備していくもの，個人が変わってほしい
ということを含めますが，みんなで個人を変えることが出来るような環境を整えていくこ
とに重点を置くというのが倣いです。後は宮城県がどのようにしていくかを，小泉課長と
相談しながら，皆さんの御意見を聞きながら，第３期を作り上げればいいのかなというの
が個人的な意見です。 
 
伊藤委員 
 ２つ目の目標の豊かな人間形成を目指す，の考え方というのは幅が広い意味なんでしょ
うけど，出来れば農水のほうでも食と農の県民条例というのを審議しているところなんで
す。私も審議委員になっておりまして，そことかなりかぶってくるといいますか，官庁で
すから別れていいんですが，佐藤副会長さんもおっしゃったように，生産者と消費者の距
離感といいますか，食品と農産物の距離感がすごく気になっているんです。そこを縮めら
れるような一つのプランに結び付けていただければすごくいいなと思っております。この
辺りをもう少し目的にわかりやすくいれていただければ，可能であれば，趣旨にあってい
ればですが，ポイントになるのではないかと思います。 
 
議長（佐々木会長） 
 食育基本法の中でも食が人を形成すること，体だけでなく心も作ることがあげられてお
りますので，プランの中でも強く入れて意味づけをしていけば宮城県の意味づけになって
いくと思いますので，如何様にでも，色々入っているんだけど強弱をどこに持っていくか，
という話だと思います。 
 
伊藤委員 
 重点目標の謳い方がどのようになるのかがポイントになると思います。 
 
議長（佐々木会長） 
 ぜひ御意見をよろしくお願いいたします。 
 
佐藤敏悦委員 
 伊藤委員からお話があったとおり，県で今年度様々な計画が改定年度を迎えておりまし
て，食の安全安心推進基本計画も今年改定年になります。その中でも食育とのリンケージ
が非常に重要でして，食育の第３期プランが出来ていく過程の中で，食の安全安心推進の
中にも取りこんでいく，逆にこの食育プランも食の安全安心推進プランを取り組んでいく
ような相互連携が確実に必要になってくると思います。そういう意味で各課の皆さん，部
局を跨いだ横の連携を含めた県の中での一本化した考え方を立てて，その中で推進プラン
なり第３期プランを作っていければと思います。県の方々と一緒になって作っていければ



- 13 - 

と思っております。 
 もう一つ，震災，放射能の問題と，安全安心が欠かせないテーマにもなりますので，食
育プランの中にどのように持ち込んでいくのかが一つの重点になるだろうと思います。安
全は一つの数値ですからまだいいんですが，安心が目に見えない，数値に出来ないもので
ありますけれども，盛り込んでいけるような形のものを考えていただきたい。さらに，現
在食をめぐる状況は大きく変化しておりまして，たとえば和食がユネスコの文化遺産に登
録されたことをどのように取り込んでいくかとか，ふるさとづくりですと地方創生とか，
そういった事柄も必要になりますので，そういったものも見据えたプランにしていかない
となかなか色んな側面でアピールできていかないのかなと思います。 
 質問なのですが，コーディネーターの皆さんの食育活動への参加件数が，９，５００人
から２３，０００人に増えて目標を達成しております。先ほどの説明ではコーディネーター
の方々が５０人増えたと説明がありましたが，１５０人が２００人になったからといって
９，５００人が２３，０００人になるとは到底思えませんので，具体的に何をなさったの
か，御説明をお願いします。数少ない達成テーマ，成功事例ですので，きちんと分析をし
ておいたほうが後々のプランにも役立つだろうと思います。 
  
事務局（健康推進課） 
 １点につきましては先ほども説明しましたとおり，新たに養成講座をしたことによって
コーディネーター自体が増えたこと，２つ目はルールとしまして，食育コーディネーター
の活動実績については毎年度年度末に活動の御報告をいただいて数値に反映しているので
すが，実際のところ御報告がない方々も多数いらっしゃる現状を踏まえまして，督促等に
よりしっかり上げていただいたことも大きな要因の一つとなっております。 
 
佐藤敏悦副会長 
 そうすると，相当前に目標を達成していた可能性があったということでしょうか。 
 
事務局（健康推進課） 
 その可能性もあるかと思います。 
 
佐藤敏悦委員 
 せっかくお二人コーディネーターさんがいらっしゃるので，具体的にどういった活動に
皆さんの関心が集まっているのかお話いただきたいと思います。 
 
矢内委員 
 何とか勉強会，とかになると正直あまり関心はないみたいです。食育を勉強しましょう
会みたいな，ハードルが高そうな気がするんでしょうけど。先ほども少し触れました県北
で行っている食楽まつりというのが，地元の農家さん達と料理人達がコラボして模擬店を
作り，安全で安心なものをお客様方に提供する，そういう食の祭典を行いました。年々参
加者数が増えておりまして，昨年は９，５００人のお客様がいらっしゃいました。地元の
高校生にカウンターで叩いてもらって，それに他の出入り口から入ったということで５０
０人ほどプラスしましたが，実質９，０００人以上の方々に御来場いただいて，２日間，
食に触れていただいたと，私から見れば食のイベントに食育コーディネーターが関わって
やっていることも数値には大きく関係しているのではないかと思います。ですから，目標
の人数を３万人とかに増やせばいいのかな，と思います。勾当台公園で行ったときも県北
の食を PR したり，高速道路のパーキングエリアで料理を提供したりとかも数にはカウント
されているのかなと思いますので，細かく拾っていけばもっともっと県民，そして他県の
方々が注目して会に参加してくれている数は計り知れないかなと，思います。 
 
議長（佐々木会長） 
 事務局にお戻しします。 
 
司会（健康推進課） 
 佐々木会長，議事進行，誠にありがとうございました。また，各委員におかれましても
それぞれの分野から貴重な御意見をいただきまして，ありがとうございます。本来であれ
ば，本日次期計画の方向性であるとか，論点であるとかお示しできればよかったのですが，
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実績の取りまとめで精一杯というような状況でございました。この会におきましては一か
ら，目的の見直しから議論をさせていただきたいと思っております。なお，本日いただい
た意見以外に何かございましたら，所定の用紙配布させていただいておりますので，FAX
等でいただければと思っております。来年度懇話会２回，この会議２回，計４回というこ
とになりますが，どうぞよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして，平成２６年度宮城県食育推進会議を終了いたします。本日は誠にあ
りがとうございました。 
 


